
令和４年10月1日から

青森市内の公衆浴場で

異性のお子様と一緒に入浴できるのは

6
令和４年10月1日から7歳以上のお子さんは混浴ができなくなります。

ルールを守って、気持ちよく入浴しましょう。

青森市保健所生活衛生課

7歳からは男の子は男湯に、女の子は女湯に入ってください。

混浴制限年齢の引き下げのお知らせ

歳までになります。

電話 ０１７－７６５－５２８８


